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市
税
等
の
滞
納
処
分
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
財
産
に
つ
い
て
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
」
を
実
施
し
ま
す
。
く
わ
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
問
収
納
課
・
内
線
1
2
5
6

市
民
税・都
民
税 

所
得
税

申
告
期
間
は
２
月
16
日
木
～
３
月
15
日
水

市
民
税
・
都
民
税

申
告
は
市
役
所
へ

　

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要

な
方
の
目
安（
左
図
）を
参
考
に
、
2

月
16
日（
木
）〜
3
月
15
日（
水
）に
申

告
受
付
窓
口（
１
面
表
）で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。
郵
送
に
よ
る
申
告
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
年

度
か
ら
申
告
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
と
本
人
確
認
書
類（
左
下
欄
）の

提
示
が
必
要
で
す
。

問
課
税
課
市
民
税
係
・
内
線
1
2
0
6

所
得
税

申
告
は
税
務
署
へ

　

2
月
9
日（
木
）〜
3
月
15
日（
水
）

の
間
、
所
得
税（
復
興
特
別
所
得
税
）

等
の
確
定
申
告
書
作
成
・
提
出
会
場

が
立
川
税
務
署（
下
地
図
）に
開
設
さ

れ
ま
す〔
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
。
た
だ
し
、
2
月
19
日
・
26
日

の
日
曜
日
は
開
設
〕。
今
年
か
ら
申

告
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
と
本

人
確
認
書
類（
左
下
欄
）の
提
示
が
必

要
で
す
▽
相
談
＝
午
前
9
時
〜
午
後

5
時（
午
後
4
時
ご
ろ
ま
で
に
お
越

し
く
だ
さ
い
）▽
提
出
＝
午
前
8
時

30
分
〜
午
後
5
時

確
定
申
告
が
必
要
な
方

（
主
な
方
）

▼
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
▽
給
与
収
入
が

金
額
か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
い
た

結
果
、
残
額
が
あ
る
方

※
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０

０
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金
等
に
係

る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万

円
以
下
の
方
は
確
定
申
告
は
不
要
。

た
だ
し
、
外
国
か
ら
の
公
的
年
金
等

を
受
給
し
て
い
る
方
は
確
定
申
告
が

必
要
で
す
。

問
立
川
税
務
署
☎（
5
2
3
）1
1
8
1

記
入
済
み
の
確
定
申
告
書
を

市
役
所
で
も
仮
受
け
付
け

　

2
月
16
日（
木
）〜
3
月
15
日（
水
）

の
間（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）は
、

記
入
済
み
の
確
定
申
告
書
を
市
役
所

で
も
仮
受
け
付
け
し
ま
す〔
本
人
確

認
書
類
の
写
し
の
添
付
が
必
要
〕。
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高
齢
者
の
障
害
者
控
除

　

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
く
て

２
千
万
円
を
超
え
る
▽
１
か
所
か
ら

給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
お
り
、
給

与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
各
種
所

得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え

る
▽
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払

い
を
受
け
て
お
り
、
年
末
調
整
を
受

け
て
い
な
い
給
与
の
収
入
金
額
と
給

与
所
得
以
外
の
所
得
金
額
の
合
計
額

が
20
万
円
を
超
え
る

▼
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の
み

で
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の

も
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
は
、

所
得
税
や
市
民
税
・
都
民
税
の
障
害

者
控
除
ま
た
は
特
別
障
害
者
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
▼
65
歳
以

上
で
あ
る
▼
介
護
保
険
の
要
介
護
ま

た
は
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
▼

要
介
護
ま
た
は
要
支
援
認
定
の
主
治

医
意
見
書
で
日
常
生
活
自
立
度
判
定

基
準
ラ
ン
ク
に
一
定
以
上
の
記
載
が

あ
る

　

該
当
す
る
方
は
、
介
護
保
険
課

（
市
役
所
1
階
4
番
窓
口
）で
障
害
者

控
除
の
申
請
を
し
、
認
定
書
の
交
付

を
受
け
て
、
税
の
申
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。
控
除
額
は
、
▼
障
害
者
控
除

＝
所
得
税
27
万
円
、
市
民
税
・
都
民

税
26
万
円
▼
特
別
障
害
者
控
除
＝
所

得
税
40
万
円
、
市
民
税
・
都
民
税

30
万
円
▼
同
居
特
別
障
害
者
控
除
＝

所
得
税
75
万
円
、
市
民
税
・
都
民
税

53
万
円
で
す
。
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介
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個
人
事
業
主
向
け

決
算
・
確
定
申
告
相
談
会

　

立
川
商
工
会
議
所
主
催
。
必
ず
事

前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

時
・
場
左
表
の
通
り

申
電
話
か
、
参
加
日
、
事
業
所
名
、

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
書
い
て

フ
ァ
ク
ス
で
立
川
商
工
会
議
所〔
曙

町
２
━38
━５ 

12
階
〕☎（
５
２
７
）2

7
0
0
Fax（
5
2
7
）5
9
1
3
へ

保
険
料
年
金
天
引
き
の
お
知

ら
せ
を
郵
送

　

国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
が
4
月
〜
8
月
に
か
け

て
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
な
る
方
に
、

「
平
成
29
年
度
保
険
料
仮
徴
収
開
始

の
お
知
ら
せ
」
を
2
月
中
旬
に
郵
送

し
ま
す
。
対
象
の
方
は
次
の
通
り
。

●
国
民
健
康
保
険
料　

▼
新
た
に
年

金
天
引
き
に
な
る
方
＝
平
成
28
年
4

月
2
日
〜
10
月
1
日
に
65
歳
に
な
っ

た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
方

や
、
平
成
28
年
4
月
2
日
〜
10
月
1

日
に
転
入
等
に
よ
り
新
た
に
立
川
市

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
っ

た
65
歳
以
上
の
方
な
ど
で
、
保
険
料

の
天
引
き
が
可
能
な
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
▼
引
き
続
き
年
金
天
引
き

に
な
る
方
＝
現
在
年
金
天
引
き
と

な
っ
て
い
る
方
で
、
年
金
天
引
き
を

中
止
す
る
申
請
を
し
て
い
な
い
方
。

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　

▼
新

た
に
年
金
天
引
き
に
な
る
方
＝
平
成

28
年
4
月
2
日
〜
10
月
1
日
に
75
歳

に
な
っ
た
被
保
険
者
の
方
や
、
平
成

28
年
4
月
2
日
〜
10
月
1
日
に
転
入

し
た
75
歳
以
上
の
方
な
ど
で
、
保
険

料
の
天
引
き
が
可
能
な
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方（
現
在
口
座
振
替
さ
れ

て
い
る
方
を
除
く
）

　

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

が
現
在
年
金
天
引
き
と
な
っ
て
い
る

方
で
、
年
金
天
引
き
を
中
止
す
る
申

請
を
し
て
い
な
い
方
に
は
、
仮
徴
収

開
始
の
お
知
ら
せ
は
郵
送
し
ま
せ
ん

が
、
引
き
続
き
年
金
天
引
き
と
な
り

ま
す
。
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日程 会場
2月	20	日㈪ 若葉会館
2月	22	日㈬ 柴崎学習館
2月	27	日㈪ 天王橋会館
3月	1	日㈬ 子ども未来センター
3月	3	日㈮

立川商工会議所3月	7	日㈫
3月	9	日㈭
時間は午後１時15分〜４時
15分〔３月３日㈮のみ午後６
時〜８時30分〕

たちかわ中央公園
立川相互病院
大原学園

パレスホテル
損保ジャパン日本興亜

曙町二丁目

曙橋伊勢丹

髙島屋

シネマシティ

立川駅
北口

中央線 至東京至八王子

国立病院前

立川北駅前

昭和記念公園
あけぼの口

国営昭和記念公園

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

立
川
北
駅

歩
道
歩
道

ファーレ立川北

中央線

立川相互病院

立川相互病院

大原学園

パレスホテル
損保ジャパン日本興亜

曙町二丁目

曙橋伊勢丹

髙島屋

シネマシティ

立川駅
北口

JR中央線

至東京至八王子

国立病院前

立川北駅前

昭和記念公園
あけぼの口

国営昭和記念公園

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

立
川
北
駅

サ
ン
サ
ン
ロ
ー
ド（
歩
行
者
専
用
）

たちかわ中央公園
高松町三丁目

ファーレ立川北

JR中央線

立川相互病院

立川税務署
（立川地方合同庁舎内）

☎（523）1181

　マイナンバーカードだけで、本人確認（マイナンバー確認と身元
確認）が可能です

本人確認書類とは
【マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は】

【マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちでない方は】

●通知カード
●住民票の写しまたは住民
票記載事項証明書（マイ
ナンバーの記載がある
ものに限ります）

　などのうちいずれか１つ

マイナンバー確認書類 身元確認書類

●運転免許証　
●公的医療保険の被保険者証
●パスポ－ト
●障害者手帳
●在留カード
　などのうちいずれか１つ

市民税・都民税の申告時の持ち物
①申告書と印鑑
②平成28年中の所得と控除に関する書類
▶給与所得・公的年金収入のある方は源泉徴収票、それ以外の所得の
ある方は、収入金額や必要経費の分かる領収書・帳簿など
▶国民年金保険料や生命保険料等の控除証明書、社会保険料・医療
費・寄附金等の領収書など
▶障害者控除の適用を受ける方は障害者手帳、愛の手帳、障害者控
除対象者認定書など
③本人確認書類（下欄参照）

市民税・都民税の申告が必要な方の目安

申告の必要はありませ
んが、源泉徴収票に
記載のない控除を受
ける場合は申告が必要
です

申告が必要です

申告が必要です
上記以外の方（税務署で確定申
告の必要がないと言われた方
を含む）

申告の必要はありません市内の親族に扶養されている方

その他の方（仕送り・蓄えなど
により生活している方、市外の
親族に扶養されている方、障
害・遺族年金を受給している方
など）

公的年金等の収入のみの方

給与収入のみの方で勤務先か
ら市へ給与支払報告書が提出
されている方（勤務先に確認し
てください）

申告の必要はありません税務署で確定申告をする方

平
成
29
年
１
月
１
日
現
在　

立
川
市
に
住
所
の
あ
る
方

平
成
28
年
中
に

　
収
入
の
あ
る
方

平
成
28
年
中
に

　
収
入
の
な
い
方

市民税・都民税　所得税

受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ


